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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　釣竿の最も穂先側に位置する穂先竿であって、
　本体部と前記本体部の竿元側端部に連結部を有する中実竿体と、
　前記中実竿体の連結部が挿入される受け部を穂先側端部に有し、前記連結部が前記受け
部に挿入されて接着固定されている中空竿体とを備え、
　前記中実竿体の本体部は、穂先側端部から竿元側方向に太径化するテーパ部分と、テー
パ部分の竿元側に連続し軸長方向において径の変化しない無テーパ部分とに区分され、前
記無テーパ部分の軸長方向長さは前記本体部全体の軸長方向長さの１～１０％の長さを占
めている、穂先竿。
【請求項２】
　前記穂先竿の中実竿体の周面の所定の軸長方向位置に位置決めされ且つ前記位置より穂
先側にスライド移動可能なスライド式ガイドをさらに備える、請求項１に記載の穂先竿。
【請求項３】
　前記中実竿体の本体部のテーパ部分は、穂先側端部から竿元側に延びる第１テーパ部分
と、前記第１テーパ部分の竿元側に連続し前記第１テーパ部分のテーパに比較して緩やか
なテーパ率で竿元側ほど太径化する第２テーパ部分とに区分され、
　前記第１テーパ部分と前記第２テーパ部分との軸長方向の長さの比が１：４～１：５で
ある、請求項１又は２に記載の穂先竿。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の竿体を連結してなる釣竿で、特に、もっとも穂先側に位置する竿体に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　魚釣りに用いる釣竿は、複数の竿体を連結し一本の釣竿として用いるものがある。この
ような釣竿を構成する竿体の多くは繊維強化樹脂から構成される中空の筒状体である。も
っとも、従来の釣竿においては、各竿体の中で、最も穂先側に位置する小径の竿体（穂先
竿）が中実の竿体（ソリッド竿）となっている釣竿もあり、さらに、このような釣竿の中
には、この中実竿がその竿元側に連結される２番目の竿体に接着固定され一体化され、中
実竿と中空竿とで穂先竿を構成しているタイプのものもある。
【０００３】
　このような構造を採用するのは、穂先竿の穂先側端部は魚の当たりに鋭敏に反応するよ
うに可及的に小径化し弾性に富むものとするために中実体とし、竿元側においては軽量化
のために中空の素材とするのである。このようなタイプの釣竿は、具体的には、中実の竿
体の竿元側端部に嵌合雄部を形成し、ここに接着剤を塗布しつつ２番目の竿体の穂先側端
部に挿入して固定している（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　このような穂先竿では、中実竿と中空竿との両者の連結強度を十分に維持する必要があ
る。このための様々な技術が提案されている。例えば、前述の特許文献１では、中実体の
連結部の表面に凹凸を形成し、両者を接着固定している。また、両者の連結部分の外周面
に補強層を設ける技術も提案されている（特許文献２参照）。
【０００５】
　しかし、このようなタイプの釣竿に生じる中実竿と中空竿の連結部分に生じる問題は、
上述のような両竿の連結力の維持というもののみではない。中実竿と中空竿とで曲げ剛性
が異なるため、両竿の連結部分付近での軸長方向における曲がりがスムーズでなくなって
しまう。穂先竿は、釣糸を介して加えられる魚からの力を上手く釣竿全体に伝達しなけれ
ばならない最も穂先側に位置する竿体であり、その曲がりをスムーズなものとする必要性
は、他の竿体に比較しても大きい。
【特許文献１】特開2003-070390号公報
【特許文献２】特開2000-245307号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、軸長方向における曲がりがスムーズな穂先竿を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る穂先竿は、釣竿の最も穂先側に位置する穂先竿であって、本体部と本体部
の竿元側端部に連結部を有する中実竿体と、中実竿体の連結部が挿入される受け部を穂先
側端部に有し、連結部が受け部に挿入されて接着固定されている中空竿体とを備えている
。この中実竿体の本体部は、穂先側端部から竿元側方向に太径化するテーパ部分と、テー
パ部分の竿元側に連続し軸長方向において径の変化しない無テーパ部分とに区分され、無
テーパ部分の軸長方向長さは本体部全体の軸長方向長さの１～１０％の長さを占めている
。
【０００８】
　この穂先竿では、中実竿体の竿元側の連結部に隣接する本体部の一部が無テーパ部分と
なっており、且つ、その無テーパ部分が本体部全体の所定の長さに設定されている。この
ような無テーパ部分を設定することで、中空竿体と中実竿体との軸長方向に於ける曲げ剛
性の急激な変化が抑えられている。仕掛けに魚が係って大きな力が釣糸から穂先竿に係っ
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た場合に、穂先竿の軸長方向に於ける曲がりがスムーズになり、操作性が向上する。
【０００９】
　さらに、穂先竿の中実竿体の周面の所定の軸長方向位置に位置決めされ且つ位置より穂
先側にスライド移動可能なスライド式ガイドをさらに備えるようにしてもよい。
【００１０】
　中実竿体は、穂先側端部に既成のトップガイドを取り付け、また、竿元側に中空竿体が
連結されることから、その本体部の穂先側端部及び竿元側端部の外径は一定の径に規制さ
れがちである。中実竿体の竿元側に無テーパ部分を設定することで、一定の軸長方向長さ
を有する中実竿体においては、その穂先側のテーパ部分のテーパが相対的に急テーパとな
る。スライド式ガイドは、その内径と中実竿体の外径との径によって、中実竿体の軸長方
向の所定の位置に外嵌されて位置決めされるので、このようなテーパの急可は、スライド
式ガイドの固定精度（固定時の安定性）に優れる。
【００１１】
　また、本発明に係る穂先竿においては、中実竿体の本体部のテーパ部分は、穂先側端部
から竿元側に延びる第１テーパ部分と、第１テーパ部分の竿元側に連続し第１テーパ部分
のテーパに比較して緩やかなテーパ率で竿元側ほど太径化する第２テーパ部分とに区分さ
れ、第１テーパ部分と第２テーパ部分との軸長方向の長さの比が１：４～１：５になるよ
うに設定してもよい。このように、特に、穂先竿の穂先側に部分的に急激なテーパ領域を
設定することで、穂先竿の中でも特に穂先側が鋭敏な反応性を示し、魚のアタリに鋭敏に
反応する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の穂先竿は、中実部分及び中空部分をふくめた全体での軸長方向の曲がりがスム
ーズであり、操作性に優れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の１つの実施形態について図面を参照しつつ説明する。
　本発明の第１実施形態を採用する釣竿は、例えば、元竿、元上竿、中竿などの複数の竿
体が順次並継形式等で連結されて構成される。そして、最も竿元側に位置する竿体である
元竿１の周面には、リールＲを脱着自在に装着するためのリールシート２が設けられる。
他方、最も穂先側に配置される竿体が穂先竿３であり、穂先竿３の竿元側に配置されるの
が穂持ち竿４である。図１においては、元竿１と穂先竿３，穂持ち竿４以外のそれらの間
に位置する竿体は省略している。元竿１やその他の中間に位置する竿体は、穂先側ほど小
径化するテーパが施された、炭素繊維強化樹脂，ガラス繊維強化樹脂等からなる筒状部材
である。各竿体の穂先側若しくは竿元側には竿体同士を連結するための嵌着部分が形成さ
れる。また、必要に応じて、各竿体の竿体の周面にはリールＲからの釣糸Ｌを案内する釣
糸ガイドが装着される。
【００１４】
　図２に示すように、穂先竿３は、穂先側の中実竿体１０と竿元側の中空竿体１１とを連
結し接着固定して一本の竿体としたものである。穂先竿３では、その穂先側端部（即ち、
中実竿体１０の穂先側端部）にはトップガイド１２が装着されており、その竿元側端部（
即ち、中空竿体１１の竿元側端部）には穂持ち竿４と連結するための連結部分が形成され
る。さらに、軸長方向に間隔を隔てて複数の釣糸ガイド１３も装着されている。
【００１５】
　中実竿体１０は、全体として穂先側ほど小径化するテーパが施された棒状・中実のソリ
ッド体である。例えば、炭素繊維を軸方向に引き揃え熱硬化性樹脂を含浸させた炭素繊維
強化樹脂を加圧加熱して形成される。その後、以下のように部分毎に外径を調整するべく
周面を研磨加工される。
【００１６】
　図２に模式的に中実竿体１０の径の変化の様子を示す。
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　この中実竿体１０は、本体部１０ａと、本体部１０ａの竿元側端部に形成され本体部１
０ａより小径に形成された連結部１０ｂとを有する。この連結部１０ｂは、竿元側ほど急
激に小径化する部分とその竿元側に連続して形成され軸方向において径の変化しない部分
との２段階構造となっている。この連結部１０ｂが中空竿体１１の穂先側に差し込まれ、
接着剤等で連結固定される部分である。また、中実竿体１０の本体部１０ａは、以下のよ
うに、３つの領域に区分される。即ち、３つの領域とは、穂先側端部から竿元側方向に太
径化する第１テーパ部分Ｘと、第１テーパ部分Ｘの竿元側に連続する第２テーパ部分Ｙと
、第２テーパ部分Ｙの竿元側に連続する軸長方向において径の変化しない無テーパ部分Ｚ
である。例えば、中実竿体１０の具体的な径及び長さの一例を示す。１つの例に於いて、
本体部１０ａの軸長方向全体の長さは５００ｍｍである。穂先側端部の外径を０．７５ｍ
ｍとする。第１テーパ部分Ｘと第２テーパ部分Ｙと臨界点においてはその外径を１．１０
ｍｍ程度とする。第１テーパ部分Ｘの軸長方向長さは９０ｍｍである。第２テーパ部分Ｙ
の軸長方向長さは４００ｍｍとする。ここで、第２テーパ部分Ｙと無テーパ部分Ｚとの臨
界点においてはその外径を１．７５ｍｍとする。無テーパ部分Ｚの軸長方向長さは１０ｍ
ｍである。なお、上記数値は一例であり、各部分の長さや径は上記数値に限定されるもの
ではない。無テーパ部分Ｚの軸長方向長さは本体部１ａ全体の軸長方向長さの１～１０％
の長さに設定すれば足りる。第１テーパ部分Ｘと第２テーパ部分Ｙとの軸長方向の長さの
比は１：４～１：５とするのが好ましい。
【００１７】
　中空竿体１１は、穂先側ほど小径化するようなテーパの施された中空のパイプ状部材で
ある。他の竿体と同様に、炭素繊維又はガラス繊維などの強化繊維に合成樹脂を含浸させ
たプリプレグ素材から形成される。穂先側端部の内周面は、上述の中実竿体１０の連結部
１０ｂの形状にあわせて削られて受け部となっている。この受け部に上述の連結部１０ｂ
が挿入され、接着剤等によって２つの竿体が連結固定されている。必要に応じて、連結部
分においては両竿体にまたがって弾性樹脂塗料を周面に塗布し、若しくは、補助用のプリ
プレグ素材などを巻回しさらに焼成して、両竿体を一体化してもよい。
【００１８】
　このような中実竿体１０と中空竿体１１とから構成される穂先竿３に於いては、スライ
ド式のガイド１３が複数個、軸長方向に間隔を隔てた所定の軸長方向位置に取り付けられ
ている。このスライド式のガイド１３は、固定部としてパイプ状の部分を有し、そのパイ
プ状の固定部の内周面と穂先竿３の外周面との嵌着により、所定の軸長方向位置に位置決
めされるものである。従って、パイプ状の固定部の嵌着を解除すれば、各スライド式のガ
イド１３は穂先側にスライド移動可能である。このようなスライド式のガイド１３を利用
すれば、各スライド式のガイド１３を穂先側にスライド移動させることで、穂先竿３をは
じめとした各竿体を順次竿元側の竿体内に振出形式に収納することも可能である。
【００１９】
　このようなスライド式のガイド１３は、例えば、第１テーパ部分Ｘに１つ、第２テーパ
部分２に軸長方向に間隔を隔てて２つの、合わせて３つのものが、穂先竿３の中実竿体１
０に対して外嵌されるように、各スライド式のガイド１３の固定部の内径が設定される（
図２参照）。
【００２０】
　このような釣竿の中でその穂先竿３は、中実竿体１０の竿元側の連結部１０ｂに隣接す
る本体部１０ａの一部が無テーパ部分Ｚとなっている。さらに、その無テーパ部分Ｚが本
体部１０ａ全体の軸長方向長さに対して一定の所定の軸方向長さに設定されている。この
ような無テーパ部分Ｚを設定することで、中空竿体１０と中実竿体１１との軸長方向に於
ける曲げ剛性の急激な変化が抑えられている。仕掛けに魚が係って大きな力が釣糸Ｌから
トップガイド１２や各スライド式ガイド１３を介して穂先竿３に係った場合に、穂先竿３
の軸長方向に於ける曲がりがスムーズになり、操作性が向上する。
【００２１】
　また、特に、穂先竿３の中実竿体１０の穂先側に部分的に急激なテーパ領域である第１
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テーパ部分Ｘを設定することで、穂先竿３の中でも特に穂先側が鋭敏な反応性を示し、魚
のアタリに鋭敏に反応する。
【００２２】
　さらに、中実竿体１０は、穂先側端部に既成のトップガイド１２を取り付け、また、竿
元側に中空竿体１１が連結されることから、その本体部１０ａの穂先側端部及び竿元側端
部の外径は一定の径に規制されがちである。中実竿体１０の竿元側に無テーパ部分Ｚを設
定することで、一定の軸長方向長さを有する中実竿体１０においては、その穂先側の第１
テーパ部分Ｘ及び第２テーパ部分Ｙのテーパが相対的に急テーパとなる。スライド式ガイ
ド１３は、その固定部の内径と中実竿体１０の外径との径によって、中実竿体１０の軸長
方向の所定の位置に外嵌されて位置決めされるので、このようなテーパの急可は、スライ
ド式ガイド１３の固定精度（固定時の安定性）を向上させることになる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１実施形態を採用した釣竿を示した図。
【図２】図１の穂先竿３を模式的に示した図。
【符号の説明】
【００２４】
　３　穂先竿
　１０　中実竿体
　１１　中空竿体
　１２　トップガイド
　１３　スライド式ガイド
　Ｘ　第１テーパ部分
　Ｙ　第２テーパ部分
　Ｚ　無テーパ部分
【図１】 【図２】
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